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「訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定に

ついて」（平成２７年２月２７日付け国自旅第３２１号）の一部改正について 

 

平素より当協会の運営に関して格別なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

「訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定

について」（平成２７年２月２７日付け国自旅第３２１号）の一部改正について、

国土交通省自動車局旅客課長より別紙のとおり通達がありました。貴協会にお

いて、その旨了知されるとともに、貴協会傘下会員に対し周知方よろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 





















平成３０年３月末まで

訪日外国人旅行者向け貸切バスの臨時営業区域の設定について

① 対象事業者 日本バス協会が実施する貸切バス事業者安全性評価認定（日バスSafety）を受けた事業者
で、法令遵守の点で問題のない事業者

② 営業区域 (ｲ) 営業所が所在する区域を管轄する運輸局の管轄区域（地方ブロック）を臨時営業区域
とする。

(ﾛ) (ｲ)の他に営業所が所在する県に隣接する県を、運輸局の管轄区域に関わらず臨時
営業区域とすることができる。

④ 期間

(ｲ)のケース

③ 対象旅客 訪日外国人旅行者

(ﾛ)のケース

神奈川県に営業所
長野県

山梨県

神奈川県

静岡県に営業所
関東ブロック

中部ブロック

●訪日外国人旅行者は平成２８年においても増加している。
●本制度を活用している貸切バス事業者において安全確保策が継続して講じられていることに鑑み、訪日外国人
旅行者向け臨時営業区域について、認可期間を１年間延長する。

制度概要


